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■問 □本 秘書課秘書係（☎内線1012）

旭日小綬章
（現群馬県トラック協会長）

武井 宏 さん
（原市）

瑞宝双光章
（元公立中学校長）
竹内 徹 さん
（磯部）

瑞宝双光章
（現保護司）

名古屋 秀雄 さん
（上後閑）

秋の叙勲

叙勲・褒章受章おめでとうございます

危険業務従事者叙勲

瑞宝単光章
（元安中市消防団長）
萩原 哲也 さん
（松井田町土塩）

瑞宝単光章
（元公立碓氷病院看護部長）
須賀 智恵子 さん

（郷原）

藍綬褒章
（現安中市消防団長）
寺島 良一 さん
（松井田町行田）

瑞宝双光章
（元群馬県警部）
市川 政道 さん
（板鼻）

　令和7年度秋の叙勲、秋の褒章、危険業務従事者叙勲の受章者が発表され、本市から次の皆さんが受けられ
ました。心からお祝い申し上げます。

秋の褒章

　林野火災予防の実効性を高める
ため、毎年1月から5月までの期
間で降水量などが一定の条件に
なった場合、林野火災注意報や林
野火災警報が発令されます。
　林野火災注意報発令時は、対象
地域で火の使用制限に努力義務が

生じます。林野火災警報発令時
は、対象地域で火の使用制限が課
せられますので、ご理解とご協力
をお願いします。
　対象地域は、森林法の規定によ
り森林計画の対象となっている区
域です。

　火の使用制限とは、屋外におい
て火遊び、またはたき火をしない
ことなどが該当します。
　詳しくは消防局■HP をご覧くださ
い。
■問 高崎市等広域消防局予防課
（☎324－2214）

1月から 乾燥時に林野火災の注意報・警報が発令されます

くらし・手続 living・procedure

■HP はこちら

　2月から、安中市内と高崎市内
の消防署・消防分署のメールアド
レスが変わります。
　新しいアドレスは、高崎市等広

域消防局■HP に掲載していますので、
ご確認ください。
■問 高崎市等広域消防局警防課情報
管理係（☎322－2391）

高崎市等広域消防局からのお知らせ
詳しくはこちら

　すみれケ丘聖苑の火葬炉の耐火
物全体積替修繕を行うため、2月
14日（土）から3月5日（木）までの
間、火葬炉3基のうち1基が使用
できません。
　ご遺族、葬祭事業者の皆さんに

はご不便・ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いしま
す。
■問 市民課すみれヶ丘聖苑
（☎382－2554）

すみれケ丘聖苑火葬炉修繕に伴う使用制限のお知らせ
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　「実家が空き家になっている」、
「将来、住まいが空き家になった
らどうしよう」、そんな悩みを抱
えていませんか。空き家に関する
お悩みなら何でもご相談くださ
い。
■日 2月19日（木）
■時 午前9時30分～11時30分（受付
は11時まで、1組約30分程度）

■場 安中市観光機構（松井田町横川
441）
■内 専門家による、市内にある空き
家の管理や処分などについての相
談
■￥ 無料
■応 上記二次元コードまたは電話で
申し込む。

■申 NPO法人群馬県不動産コンサ
ルティング協会
（☎363－9866）
■締 2月18日（水）午後5時
■問 □本 建築住宅課住宅政策係
（☎内線1253）
□本 政策・デジタル推進課地域づく
り係（☎内線1025）

空き家相談会IN峠のまち
申し込みはこちら

　市は、物価高が長期化し、特に
その影響を受けている子育て世帯
を支援し、こどもたちの健やかな
成長を応援するため、物価高対応
子育て応援手当を支給します。

対象児童
①令和7年9月分（※）児童手当の
支給対象児童（※令和7年9月出生
の児童については10月分）

②令和7年10月1日から令和8年3
月31日までに出生した児童
支給対象
・対象児童①の児童手当受給者
・対象児童②の保護者のうち、生
計を維持する程度の高い者
・令和7年10月1日から令和8年3
月31日までに離婚（離婚調停中含
む）により児童手当の申請が必要
になった保護者

支給額　対象児童1人あたり2万円
申請手続
　詳細は市■HP をご覧ください。申
請が不要な人と必要な人がいます
ので、ご注意ください。
※公務員で職場から児童手当を受
給している人は職場にお問い合わ
せください
■問 □本 こども課こども育成係
（☎内線1161）

物価高対応子育て応援手当を支給します
詳しくはこちら

子育て・教育 child rearing・education


